
寄付金控除のご案内 
 

湘南学園へのご寄付は寄付金控除を受ける 

ことができます。 
 

 

（１） 所得税および所得の寄付金による控除 

  寄付金控除には、下記の①税額控除制度と②所得控除制度の２種類あり、確定申告の際には、寄付者ご 

 自身においてどちらか一方の制度を選択することが出来ます。 

① 税額控除制度（平成 23 年度税制改正による新制度） 

 所得税額から以下の計算式による所得税額控除額を控除する方法です。 

（寄付金額 ― 2,000 円）×40％ ＝ 所得税額控除額 

 ※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の 40％が上限となります。          

 ※所得税額控除額は、その年の所得税額の 25％が上限となります。 

 

② 所得控除制度 

 課税前の所得から以下の計算式による所得控除額を控除する方法です。 

（寄付金額 － 2,000 円） ＝ 所得控除額 

※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の 40％が上限となります。 

 

③ 「所得税の寄付金控除の目安」は別紙のとおりです。 

 

（２）住民税の寄付金による控除 

  寄付された翌年１月１日のご住所によって、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告す 

ることにより、翌年度の住民税から控除されます。（平成 26 年にご寄付された場合、平成 27 年度の住民 

税から控除。）確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。 

※指定の有無は、住所地の都道府県・市区町村ごとに異なります。 

（寄付金額 － 2,000 円）× 住民税控除率 ＝ 住民税控除額 

※控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の 30％が上限となります。 

  ※住民税控除率は都道府県の指定は 4％、市区町村の指定は 6％、双方の指定は合計の 10％となります。 

 

（３）寄付金控除の手続き 

  寄付金の税額控除を受けるには、寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってく

ださい。確定申告の際には、(1)『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』と、

(2)本学または郵便局・銀行発行の『領収書』（寄付金名の記載があるもの）が必要となります。 

  ※年間に複数回ご寄付いただいた場合は、その都度の本学または郵便局・銀行発行の『領収書』または

『払込金受領書』が必要ですが、『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』は

初回にお送りする１枚のみで申告可能です。 

  ※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。 

 

 



◆所得税の寄付金控除の目安（計算例）                    （単位：円）     

 

 

 

 

課税される所得金額の例示 

4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 

還付額 

税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 

寄
付
金
額 

10,000 3,200 1,600 3,200 1,600 3,200 1,600 3,200 1,800 

30,000 11,200 5,600 11,200 5,600 11,200 5,600 11,200 6,400 

50,000 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 11,000 

100,000 39,200 19,600 39,200 19,600 39,200 19,600 39,200 22,500 

200,000 79,200 39,600 79,200 39,600 79,200 39,600 79,200 45,500 

300,000 93,100 59,600 119,200 59,600 119,200 59,600 119,200 68,500 

400,000 93,100 79,600 143,100 79,600 159,200 79,600 159,200 91,500 

500,000 93,100 99,600 143,100 99,600 193,100 99,600 199,200 114,500 

600,000 93,100 119,600 143,100 119,600 193,100 119,600 239,200 137,500 

700,000 93,100 139,600 143,100 139,600 193,100 139,600 243,500 160,500 

800,000 93,100 159,600 143,100 159,600 193,100 159,600 243,500 183,500 

900,000 93,100 179,600 143,100 179,600 193,100 179,600 243,500 206,500 

1,000,000 93,100 199,600 143,100 199,600 193,100 199,600 243,500 229,500 

1,500,000 93,100 299,600 143,100 299,600 193,100 299,600 243,500 344,500 

2,000,000 93,100 399,600 143,100 399,600 193,100 399,600 243,500 459,500 

 

 

 

課税される所得金額の例示 

8,000,000 9,000,000 10,000,000 15,000,000 

還付額 

税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 

寄
付
金
額 

10,000 3,200 1,800 3,200 1,800 3,200 2,600 3,200 2,600 

30,000 11,200 6,400 11,200 6,400 11,200 9,200 11,200 9,200 

50,000 19,200 11,000 19,200 11,000 19,200 15,800 19,200 15,800 

100,000 39,200 22,500 39,200 22,500 39,200 32,300 39,200 32,300 

200,000 79,200 45,500 79,200 45,500 79,200 65,300 79,200 65,300 

300,000 119,200 68,500 119,200 68,500 119,200 98,300 119,200 98,300 

400,000 159,200 91,500 159,200 91,500 159,200 131,300 159,200 131,300 

500,000 199,200 114,500 199,200 114,500 199,200 164,300 199,200 164,300 

600,000 239,200 137,500 239,200 137,500 239,200 197,300 239,200 197,300 

700,000 279,200 160,500 279,200 160,500 279,200 230,300 279,200 230,300 

800,000 301,000 183,500 319,200 183,500 319,200 263,300 319,200 263,300 

900,000 301,000 206,500 358,500 206,500 359,200 296,300 359,200 296,300 

1,000,000 301,000 229,500 358,500 229,500 399,200 329,300 399,200 329,300 

1,500,000 301,000 344,500 358,500 344,500 441,000 494,300 599,200 494,300 

2,000,000 301,000 459,500 358,500 459,500 441,000 659,300 799,200 659,300 

 ※課税所得金額とは、給与所得金額（給与収入金額―給与所得控除額）から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損額保険料控除な

どの合計金額を控除した金額をいいます。 

 ※所得税の税率は、平成 23年 6月 30日現在の法令によります。 

 ※還付額は、個人の所得金額、各控除額、各控除額により異なりますので、目安表はあくまでも参考資料としてご覧ください。 


